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関
税
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
案
）
新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
大
蔵
省
令
第
三
十
九
号
）

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
大
蔵
省
令
第
三
十
九
号
）

（
配
合
飼
料
の
指
定
）

（
配
合
飼
料
の
指
定
）

第
一
条

関
税
定
率
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
大
蔵
省
令
第
十
六
号
）
第
二
条
（
配
合
飼
料

第
一
条

関
税
定
率
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
大
蔵
省
令
第
十
六
号
）
第
二
条
（
配
合
飼
料

の
規
格
）
の
規
定
は
、
関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
六
十
九
号
。
以
下

の
規
格
）
の
規
定
は
、
関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
六
十
九
号
。
以
下

「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
（
配
合
飼
料
の
指
定
）
及
び
令
第
四
十
七
条
第
二
項
（
児
童
福
祉

「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
（
配
合
飼
料
の
指
定
）
及
び
令
第
六
十
九
条
第
二
項
（
児
童
福
祉

施
設
等
の
指
定
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
規
格
を
備
え
る
配
合
飼
料
に
つ
い
て
準
用

施
設
等
の
指
定
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
規
格
を
備
え
る
配
合
飼
料
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

す
る
。

第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で

削
除

第
四
条
及
び
第
五
条

削
除

（
石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
移
出
の
指
定
）

第
六
条

令
第
二
十
四
条
（
石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
等
の
移
出
の
指
定
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で

定
め
る
移
出
は
、
次
に
掲
げ
る
石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
移
出
と
す
る
。

一

石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
等
製
造
業
者
（
法
第
七
条
第
一
項
（
石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
等
に
係
る

関
税
の
還
付
）
に
規
定
す
る
石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
等
製
造
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び

次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
そ
の
製
造
工
場
に
お
い
て
製
造
し
た
石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
（

同
項
に
規
定
す
る
石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
六
条
の
三
ま
で
に
お

い
て
同
じ
。
）
で
販
売
の
用
に
供
す
る
も
の
を
、
当
該
製
造
工
場
内
に
お
け
る
蔵
置
場
が
狭

く
な
つ
た
こ
と
そ
の
他
の
事
情
が
あ
る
た
め
他
の
石
油
コ
ー
ク
ス
の
製
造
工
場
（
同
項
に
規

定
す
る
税
関
長
の
承
認
を
受
け
た
製
造
工
場
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
内
に
お
い
て
貯
蔵
し
更
に
移
出
す
る
た
め
の
石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト



- -2

二

販
売
の
用
に
供
す
る
た
め
石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
を
移
入
し
よ
う
と
す
る
他
の
石
油
ア
ス
フ

ァ
ル
ト
等
製
造
業
者
が
当
該
石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
を
そ
の
石
油
コ
ー
ク
ス
の
製
造
工
場
内
に

貯
蔵
す
る
た
め
の
石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト

（
石
油
コ
ー
ク
ス
の
製
造
工
場
へ
の
移
出
の
証
明
）

第
六
条
の
二

令
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た

も
の
は
、
当
該
石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
移
出
が
同
条
に
規
定
す
る
他
の
石
油
コ
ー
ク
ス
の
製
造

工
場
内
に
お
い
て
燃
料
と
し
て
消
費
す
る
た
め
の
石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
移
出
そ
の
他
財
務
省

令
で
定
め
る
移
出
に
該
当
す
る
こ
と
を
当
該
石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
を
そ
の
石
油
コ
ー
ク
ス
の
製

造
工
場
に
移
入
し
た
石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
等
製
造
業
者
が
証
す
る
書
類
（
次
に
掲
げ
る
事
項
の

記
載
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
当
該
石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
移
出
に
係
る
令
第
二
十
五
条
第

一
項
（
関
税
還
付
の
手
続
）
に
規
定
す
る
申
請
書
に
添
付
す
る
こ
と
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
も

の
と
す
る
。

一

移
入
し
た
石
油
コ
ー
ク
ス
の
製
造
工
場
の
名
称
及
び
所
在
地

二

移
入
の
年
月
日

三

移
入
の
目
的

四

移
入
し
た
石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
数
量

五

移
出
が
さ
れ
た
石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
製
造
工
場
の
名
称
及
び
所
在
地

六

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
還
付
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
書
類
の
記
載
事
項
）

第
六
条
の
三

令
第
二
十
五
条
第
二
項
（
還
付
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
書
類
）
に
規
定
す
る
財
務

省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
条
に
規
定
す
る
証
明
が
さ
れ
た
石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
移
出
先
及

び
数
量
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
と
す
る
。

（
輸
入
数
量
の
換
算
）

（
輸
入
数
量
の
換
算
）

第
七
条

令
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
輸
入
数
量
の
算
出
方
法
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令

第
七
条

令
第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
輸
入
数
量
の
算
出
方
法
）
に
規
定
す
る
財
務
省
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で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
換
算
し
て
得
た
数
量
は
、
次
の
表
の
上
欄
の
各
号
に
掲
げ
る
物
品
に

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
換
算
し
て
得
た
数
量
は
、
次
の
表
の
上
欄
の
各
号
に
掲
げ
る
物
品

つ
い
て
、
同
表
の
中
欄
の
当
該
各
号
に
掲
げ
る
物
品
に
係
る
数
量
に
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ

に
つ
い
て
、
同
表
の
中
欄
の
当
該
各
号
に
掲
げ
る
物
品
に
係
る
数
量
に
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲

る
率
を
乗
じ
て
得
た
数
量
を
当
該
各
号
ご
と
に
合
計
し
た
数
量
と
す
る
。

げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
数
量
を
当
該
各
号
ご
と
に
合
計
し
た
数
量
と
す
る
。

物

品

品

目

換

算

率

物

品

品

目

換

算

率

（
省

略
）

同

上

（
国
内
消
費
量
の
統
計
）

（
国
内
消
費
量
の
統
計
）

第
七
条
の
二

令
第
十
五
条
（
国
内
消
費
量
の
統
計
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
統
計
は

第
七
条
の
二

令
第
三
十
九
条
（
国
内
消
費
量
の
統
計
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
統
計

、
次
に
掲
げ
る
農
林
水
産
省
又
は
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
に
お
い
て
作
成
す
る
統

は
、
次
に
掲
げ
る
農
林
水
産
省
又
は
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
に
お
い
て
作
成
す
る

計
と
す
る
。

統
計
と
す
る
。

一
〜
六

（
省

略
）

一
〜
六

同

上

（
生
き
て
い
る
豚
の
輸
入
数
量
の
換
算
）

（
生
き
て
い
る
豚
の
輸
入
数
量
の
換
算
）

第
七
条
の
三

令
第
十
九
条
第
一
項
（
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
等
の
算
出
方
法
）
に
お
い
て
準
用
す

第
七
条
の
三

令
第
四
十
三
条
第
一
項
（
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
等
の
算
出
方
法
）
に
お
い
て
準
用

る
令
第
十
四
条
第
一
項
（
輸
入
数
量
の
算
出
方
法
）
及
び
令
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
財

す
る
令
第
三
十
八
条
第
一
項
（
輸
入
数
量
の
算
出
方
法
）
及
び
令
第
四
十
三
条
第
二
項
に
規
定

務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
換
算
し
て
得
た
数
量
は
、
生
き
て
い
る
豚
に
係
る
数
量
を
一

す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
換
算
し
て
得
た
数
量
は
、
生
き
て
い
る
豚
に
係
る
数

頭
に
つ
き
五
十
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
換
算
し
て
得
た
数
量
と
す
る
。

量
を
一
頭
に
つ
き
五
十
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
換
算
し
て
得
た
数
量
と
す
る
。

（
完
全
に
生
産
さ
れ
た
物
品
の
指
定
）

（
完
全
に
生
産
さ
れ
た
物
品
の
指
定
）

第
八
条

令
第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
（
原
産
地
の
意
義
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る

第
八
条

令
第
五
十
条
第
一
項
第
一
号
（
原
産
地
の
意
義
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
物

物
品
は
、
次
に
掲
げ
る
物
品
と
す
る
。

品
は
、
次
に
掲
げ
る
物
品
と
す
る
。

一
〜
十

（
省

略
）

一
〜
十

同

上

（
実
質
的
な
変
更
を
加
え
る
加
工
又
は
製
造
の
指
定
）

（
実
質
的
な
変
更
を
加
え
る
加
工
又
は
製
造
の
指
定
）

第
九
条

令
第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
加
工
又
は
製
造
は
、

第
九
条

令
第
五
十
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
加
工
又
は
製
造
は
、
法
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法
第
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
物
品
の
該
当
す
る
関

第
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
物
品
の
該
当
す
る
関
税

税
定
率
法
別
表
の
項
が
当
該
物
品
の
原
料
又
は
材
料
（
令
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
物

定
率
法
別
表
の
項
が
当
該
物
品
の
原
料
又
は
材
料
（
令
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
物
品
を

品
を
生
産
し
た
国
又
は
地
域
が
原
産
地
と
さ
れ
る
物
品
を
除
く
。
）
の
該
当
す
る
同
表
の
項
と

生
産
し
た
国
又
は
地
域
が
原
産
地
と
さ
れ
る
物
品
を
除
く
。
）
の
該
当
す
る
同
表
の
項
と
異
な

異
な
る
こ
と
と
な
る
加
工
又
は
製
造
（
別
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
物
品
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

る
こ
と
と
な
る
加
工
又
は
製
造
（
別
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
物
品
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
加
工
又
は
製
造
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
輸
送
又
は
保
存
の
た
め
の
乾
燥

の
下
欄
に
掲
げ
る
加
工
又
は
製
造
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
輸
送
又
は
保
存
の
た
め
の
乾
燥
、
冷

、
冷
凍
、
塩
水
漬
け
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
操
作
、
単
な
る
切
断
、
選
別
、
瓶
、
箱
そ
の
他

凍
、
塩
水
漬
け
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
操
作
、
単
な
る
切
断
、
選
別
、
瓶
、
箱
そ
の
他
こ
れ

こ
れ
ら
に
類
す
る
包
装
容
器
に
詰
め
る
こ
と
、
改
装
、
仕
分
け
、
製
品
又
は
包
装
に
マ
ー
ク
を

ら
に
類
す
る
包
装
容
器
に
詰
め
る
こ
と
、
改
装
、
仕
分
け
、
製
品
又
は
包
装
に
マ
ー
ク
を
付
け

付
け
又
は
ラ
ベ
ル
そ
の
他
の
表
示
を
張
り
付
け
若
し
く
は
添
付
す
る
こ
と
、
非
原
産
品
の
単
な

又
は
ラ
ベ
ル
そ
の
他
の
表
示
を
張
り
付
け
若
し
く
は
添
付
す
る
こ
と
、
非
原
産
品
の
単
な
る
混

る
混
合
、
単
な
る
部
分
品
の
組
立
て
及
び
セ
ッ
ト
に
す
る
こ
と
並
び
に
こ
れ
ら
か
ら
成
る
操
作

合
、
単
な
る
部
分
品
の
組
立
て
及
び
セ
ッ
ト
に
す
る
こ
と
並
び
に
こ
れ
ら
か
ら
成
る
操
作
を
除

を
除
く
。

く
。

（
原
産
地
証
明
書
等
の
様
式
）

（
原
産
地
証
明
書
等
の
様
式
）

第
十
条

令
第
二
十
七
条
第
一
項
（
原
産
地
の
証
明
）
に
規
定
す
る
原
産
地
証
明
書
の
様
式
は
、

第
十
条

令
第
五
十
一
条
第
一
項
（
原
産
地
の
証
明
）
に
規
定
す
る
原
産
地
証
明
書
の
様
式
は
、

別
紙
様
式
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

別
紙
様
式
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

２

令
第
三
十
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
原
産
地
証
明
書
に
添
付
す
べ
き
書
類
の
様
式

２

令
第
五
十
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
原
産
地
証
明
書
に
添
付
す
べ
き
書
類
の
様

は
、
別
紙
様
式
第
二
又
は
別
紙
様
式
第
三
の
と
お
り
と
す
る
。

式
は
、
別
紙
様
式
第
二
又
は
別
紙
様
式
第
三
の
と
お
り
と
す
る
。
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改

正

案

現

行

ポ
リ
エ
ス
テ
ル
短
繊
維
に
対
し
て
課
す
る
不
当
廉
売
関
税
に
関
す
る
政
令
に
規
定
す
る
原
産
地
の

ポ
リ
エ
ス
テ
ル
短
繊
維
に
対
し
て
課
す
る
不
当
廉
売
関
税
に
関
す
る
政
令
に
規
定
す
る
原
産
地
の

意
義
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
四
年
財
務
省
令
第
四
十
五
号
）

意
義
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
四
年
財
務
省
令
第
四
十
五
号
）

（
完
全
に
生
産
さ
れ
た
物
品
の
指
定
）

（
完
全
に
生
産
さ
れ
た
物
品
の
指
定
）

第
一
条

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
大
蔵
省
令
第
三
十
九
号
。
以
下
「
規
則

第
一
条

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
大
蔵
省
令
第
三
十
九
号
。
以
下
「
規
則

」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
規
定
は
、
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
短
繊
維
に
対
し
て
課
す
る
不
当
廉
売
関
税

」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
規
定
は
、
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
短
繊
維
に
対
し
て
課
す
る
不
当
廉
売
関
税

に
関
す
る
政
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
関
税
暫
定
措

に
関
す
る
政
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
関
税
暫
定
措

置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
物
品
に
つ
い
て
準

置
法
施
行
令
第
五
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
物
品
に
つ
い
て
準
用

用
す
る
。

す
る
。

（
実
質
的
な
変
更
を
加
え
る
加
工
又
は
製
造
の
指
定
）

（
実
質
的
な
変
更
を
加
え
る
加
工
又
は
製
造
の
指
定
）

第
二
条

規
則
第
九
条
の
規
定
は
、
令
第
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
関
税
暫
定
措
置
法
施

第
二
条

規
則
第
九
条
の
規
定
は
、
令
第
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
関
税
暫
定
措
置
法
施

行
令
第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
加
工
又
は
製
造
に
つ
い
て

行
令
第
五
十
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
加
工
又
は
製
造
に
つ
い
て
準

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
規
則
第
九
条
中
「
製
造
（
別
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
物
品
に

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
規
則
第
九
条
中
「
製
造
（
別
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
物
品
に
あ

あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
加
工
又
は
製
造
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
製
造
」

つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
加
工
又
は
製
造
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
製
造
」
と

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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改

正

案

現

行

玉
軸
受
等
に
対
し
て
課
す
る
報
復
関
税
に
関
す
る
政
令
に
規
定
す
る
原
産
地
の
意
義
に
関
す
る
省

玉
軸
受
等
に
対
し
て
課
す
る
報
復
関
税
に
関
す
る
政
令
に
規
定
す
る
原
産
地
の
意
義
に
関
す
る
省

令
（
平
成
十
七
年
財
務
省
令
第
六
十
三
号
）

令
（
平
成
十
七
年
財
務
省
令
第
六
十
三
号
）

（
完
全
に
生
産
さ
れ
た
物
品
の
指
定
）

（
完
全
に
生
産
さ
れ
た
物
品
の
指
定
）

第
一
条

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
大
蔵
省
令
第
三
十
九
号
。
以
下
「
規
則

第
一
条

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
大
蔵
省
令
第
三
十
九
号
。
以
下
「
規
則

」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
規
定
は
、
玉
軸
受
等
に
対
し
て
課
す
る
報
復
関
税
に
関
す
る
政
令
（

」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
規
定
は
、
玉
軸
受
等
に
対
し
て
課
す
る
報
復
関
税
に
関
す
る
政
令
（

以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条

以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
第
五
十
条
第

第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
物
品
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
物
品
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
実
質
的
な
変
更
を
加
え
る
加
工
又
は
製
造
の
指
定
）

（
実
質
的
な
変
更
を
加
え
る
加
工
又
は
製
造
の
指
定
）

第
二
条

規
則
第
九
条
の
規
定
は
、
令
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
第

第
二
条

規
則
第
九
条
の
規
定
は
、
令
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
第

二
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
加
工
又
は
製
造
に
つ
い
て
準
用
す

五
十
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
加
工
又
は
製
造
に
つ
い
て
準
用
す
る

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
規
則
第
九
条
中
「
製
造
（
別
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
物
品
に
あ
つ
て

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
規
則
第
九
条
中
「
製
造
（
別
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
物
品
に
あ
つ
て
は

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
加
工
又
は
製
造
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
製
造
」
と
読
み

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
加
工
又
は
製
造
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
製
造
」
と
読
み
替

替
え
る
も
の
と
す
る
。

え
る
も
の
と
す
る
。


